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研究成果の概要（和文）：　近年検討中の新たな捜査手法の1つである秘密捜査に関して，捜査対象者に対し
て，捜査官の意図や身分を伝えずに，その自己負罪的供述を獲得するのであって，供述獲得時に対象者に対する
供述拒否権の告知を行わない点で問題がある。本研究は，ドイツの刑事手続を比較法研究対象とし，捜査機関が
対象者に対して供述拒否権の告知を行わなければならない時点及びその判断基準は，捜査機関の意思活動の存在
が決定的要素なのではなく，対象者を自己負罪の危険から保護するという法の要請に基づいて，目的論的に決定
すべきであり，それゆえ，いわゆる重要参考人に対する取調べにおいては告知が必要であることを明らかにし
た。

研究成果の概要（英文）： In new investigations, especially the undercover operation, it is a problem
 that the investigator does not inform the suspect or target of his or her right to remain silent, 
because the investigator need to hide his or her identity during the undercover operation. The 
following point was manifested in this research; it schould be decided on the basis of the demands 
of law that the suspect or target need to be protected from self-incrimination when to need to 
inform the suspect or target of his or her right to remain silent. Therefore, when a suspicious 
character(Juuyou-Sankounin) is under investigation, the investigator need to inform him or her of 
the right to remain silent. 

研究分野： 社会科学
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１．研究開始当初の背景 
自己負罪拒否特権（黙秘権）は、一般的に

「理解されにくい」権利と呼ばれる。という
のも、社会には、「真犯人は正直に自白すべ
き。無実ならアリバイを証明すべき。やまし
いことがあるから黙秘する。」という見方が
存在するからである。しかし、この見解の当
否はともかく、上記の条文を見ても分かると
おり、わが国を含めた近代刑事訴訟は、この
考え方を採用しなかった。これは、被疑者・
被告人の自白に依存する刑事手続は、拷問を
はじめとする人権蹂躙に至るという歴史的
反省に基づくものであり、人類の法発展にお
ける大きな所産といっても過言ではない。 
 裁判員制度が採用され、市民は、裁判員と
してその市民感覚を反映させることが求め
られるが、その際、自己負罪拒否特権（黙秘
権）を含めた刑事裁判の基本原則の理解が前
提となる。さらに近年、小中高等学校におけ
る法教育の指導の充実が求められていると
ころ、その思考素材として本研究テーマたる
黙秘権も扱われている。しかし、上述のよう
に「なぜ黙秘権が必要なのか」という問題は
人間の尊厳や弾劾主義の精神の理解にとっ
て最適であるが、非常に難解であり、現在の
ところ教育関係者に対する充分かつ精確な
資料提供は不十分である。 
また、再審無罪判決が出された足利事件や

布川事件、検察官による証拠改竄事件等にお
ける取調べのあり方に対する批判が近年高
まっている。国民の刑事司法に対する関心が
高まる今、刑事手続における基本原則の丁寧
かつ精確な説明の必要性が増していると考
える。 
 また近年、秘密捜査の導入の拡大を含む新
たな捜査手法の導入が検討されており、既存
の刑事訴訟上の基本原則との関係を研究し、
問題点を検討する必要がある。その際、申請
者が行う、すでに秘密捜査を導入しているド
イツ等の運用や法解釈を比較法研究するこ
とは、有効な研究であると考える。 
 自己負罪拒否特権（黙秘権）を実効的に保
障するためには、実際に被疑者・被告人にこ
の権利について告知する裁判官、検察官、警
察官、被疑者・被告人の防御に資する活動を
する弁護人も、自己負罪拒否特権（黙秘権）
を精確に理解することが不可欠である。とこ
ろが、刑事訴訟法学において、憲法 38 条 1
項と刑事訴訟法の関係やその内容・射程をめ
ぐる議論も未だ解決していない。さらに、わ
が国の捜査実務では、被疑者・被告人に対し
て取調べ受忍義務が課され、長期の身体拘束
と取調べが行われ、自己負罪拒否特権（黙秘
権）が「現実に」保障されていないことも問
題視されている。 
 本研究テーマは、英米法・大陸法の刑事手
続においても、現在非常に注目されている。
特に、組織犯罪・テロ対策のための秘密捜査
の拡大や司法取引等の被疑者・被告人に対す
る尋問のあり方や範囲を検討する際、自己負

罪拒否特権（黙秘権）の意義と射程が再評価
されている。特にドイツにおいては、自己負
罪拒否特権（黙秘権）の起源であるラテン語
法 諺 nemo tenetur se ipsum 
accusare/prodere(何人も自己告発する義務
を負わない。)に立ち返り、「Nemo tenetur
原則」という言葉に統一し、その憲法的根拠、
理論と射程に関する議論が行われている。こ
こでは同原則を被疑者・被告人の一権利にと
どめず、捜査機関（国家）と被疑者・被告人
との関係性、尋問のあり方、自白の価値をも
方向づける法原則と捉えている。 
 
２．研究の目的 
本研究の全体構想は、わが国の憲法 38 条 1

項および刑事訴訟法が保障するNemo tenetur
原則の存在根拠と理論を検討し、憲法的意義
を有する同原則の実質的・内在的確立と実効
的保障の基盤を得ようとするものである。本
研究は，これまでわが国において自己負罪拒
否特権（黙秘権）と呼ばれてきた権利をラテ
ン語法諺に由来する Nemo tenetur 原則とい
う上位概念を用いて行う。それによってわが
国において被疑者・被告人の一権利としか位
置づけられてこなかったこの権利を、捜査の
あり方や証拠法、公判の運用にも影響を及ぼ
し、わが国の刑事手続全体を方向づける法原
則として再構成する。現在同原則の保障が不
十分にとどまる原因を解明するとともに、新
たな捜査手法の導入に対し検討すべき問題
点を指摘する。裁判員に選任されうる市民や
法教育を担う教員及び対象たる中高生に対
して、刑事訴訟の基本原則の精確な理解のた
めの素地を示すことも目的としている。この
全体構想の中で、当該研究計画の目的は、博
士論文「刑事手続における Nemo tenetur 原
則（1）～（4・完）－ドイツにおける展開を
中心にして－」をもとに同原則の具体的適用
場面である新たな捜査手法による自己負罪
および黙秘権の告知の機能につき、同原則の
内容および射程を理論的に検討することで
ある。 
 
３．研究の方法 
本研究は、以下の①～③により、わが国の

刑事手続における Nemo tenetur 原則の具体
的適用場面に関する研究を深化させ、学術論
文として公にする。①わが国の刑事手続にお
ける Nemo tenetur 原則の具体的適用状況（実
務・判例）や法制審議会の議論状況を把握し
問題点を抽出するとともに、わが国の先行研
究・判例を収集・分析する。②比較法研究（特
にドイツの刑事手続）を行う。③刑法読書会、
刑事判例研究会等に参加し、これらのインタ
ーカレッジな刑事法研究会や学内の研究会
において積極的に発表する。報告の際に頂い
た意見をもとに、さらに研究を深化させ、学
術論文として公にする。 
 
４．研究成果 



 本研究期間中，出産・育児に伴い，研究を
中断（平成 26 年 12 月 16 日～平成 27 年 9月
30 日）し，研究計画を見直した。進捗は緩や
かであるが，本研究の延長を認めていただき，
研究機関（本学法学部及び女性研究者支援
室）の教員及びスタッフの支援のおかげで，
下記成果をあらわすことができた。 
(1) 本研究は，第 1に，対象者（被嫌疑者）
に対する供述拒絶権の告知の意義と時期を
明らかにした。すなわち，供述拒絶権告知の
意義は，対象者たる被疑者・被告人に対する
供述義務の明確な否定にある。また，対象者
が国家と対峙していることを明らかにし，日
常的なコミュニケーションのルールが妥当
しないことを対象者に明らかにするという
機能を有する。そのうえで，ドイツの刑事手
続における供述拒否権の告知の時期の判断
時期に関する議論を検討した上で，捜査機関
が対象者に対して供述拒否権の告知を行な
わなければならない時点及びその判断基準
は，捜査機関の意思活動の存在が決定的要素
なのではなく，対象者を自己負罪の危険から
保護するという法の要請に基づいて，目的論
敵に決定すべきであること，それによれば，
いわゆる重要参考人に対する取調べにおい
て告知が必要であろう。 
(2) 本研究では，Nemo tenetur 原則の具体的
適用場面及び度津の刑訴法との比較法的考
察に取り組むことを通じて，刑事裁判におけ
る迅速性要請と被疑者・被告人の権利行使の
衝突に関する新たな研究の方向性を得た。具
体的には，本研究期間内に，後述〔学会発表〕
①，〔判例評釈〕②，〔翻訳〕①に取り組んだ。
いわゆる黙秘権は一般的に「理解されにく
い」権利と呼ばれ，「真犯人は正直に自白す
べきで、無実ならアリバイを証明すべきだ。
やましいことがあるから黙秘する」という見
方が存在する。この見方の根底には、（無実
の者はともかく）真犯人による供述拒否や黙
秘、場合によっては他の証拠と矛盾する供述
は、事件の真相解明を目指す捜査や公判の妨
害活動に等しく正当な防禦権行使とはいい
難い、という抵抗感を見て取れよう。しかし、
刑事手続において被疑者・被告人は無罪が推
定され、供述拒否権は真犯人を含むすべての
被疑者・被告人に保障される重要な防禦権で
あるという理解に争いはない。問題は、なぜ
法は無実の人だけでなく真犯人にも供述拒
否権を保障するのか、という問題に対して十
分に答えているとはいえない点である。これ
は，本研究の全体構想である「黙秘権ないし
は自己負罪許否特権の実質的・内在的保障の
基盤を得る」ため，この権利の存在意義・根
拠の理解は不可欠である。そこで，新たな研
究の方向として，日本学術振興会科学研究
費・若手研究（B）「刑事司法の機能性を理由
とする手続権制約の許否-迅速性要請の意義
の解明」平成 29 年度（研究代表・松倉治代），
を申請した（採択）。 
(3) その他，これまでの研究成果の報告（後

述〔学会発表〕②③④），EU 法や国際刑事法
の研究（〔雑誌論文〕①及び〔翻訳〕②③），
判例評釈（〔判例評釈〕①③）を示した。ま
た，研究成果の還元として，小中高生を含む
学生向け活動（〔小中高生向け活動〕①②③
④及び〔記事〕①）にも，機会があれば積極
的に取り組んだ。 
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